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船舶事故調査報告書 

 

                              令和６年２月２１日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  伊 藤 裕 康（部会長） 

                         委   員  上 野 道 雄 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和５年４月１３日 ０７時００分ごろ 

発生場所 小鳴門海峡北口付近 

 阿波瀬戸港北泊外防波堤灯台から真方位１１３°１６０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°１４.３′ 東経１３４°３５.４′） 

事故の概要  漁船伝
でん

丸は、船首を北西方に向けて漂泊中、また、漁船志郎
し ろ う

丸は、

北北西進中、両船が衝突した。 

 伝丸は、船長が負傷し、左舷船尾及び右舷中央部のブルワークに擦

過傷を生じ、また、志郎丸は、右舷船底外板に擦過傷を生じた。 

事故調査の経過  令和５年４月１７日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 伝丸、１.０２トン 

   ＴＯ３－１５０９３（漁船登録番号）、個人所有 

   ５.１０ｍ（Lr）×１.４５ｍ×０.６３ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関（船外機）、３０kＷ（動力漁船登録票による）、

昭和５６年１０月３０日 

Ｂ 漁船 志郎丸、０.９トン 

   ＴＯ３－１５９８８（漁船登録番号）、個人所有 

   ６.７３ｍ（Lr）×１.７９ｍ×０.７０ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関（船外機）、３０kＷ（動力漁船登録票による）、

昭和５９年１０月３０日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ ７６歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５０年４月２５日 

    免許証交付日 平成３０年８月２０日 

           （令和６年５月１６日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ ７２歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５０年４月２５日 

    免許証交付日 平成３０年８月２０日 

           （令和６年５月１６日まで有効） 
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 死傷者等 Ａ 重傷 １人（船長Ａ） 

Ｂ なし 

 損傷 Ａ 左舷船尾及び右舷中央部のブルワークに擦過傷 

Ｂ 右舷船底外板に擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の初期 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、徳島県鳴門市瀬戸漁港（北泊地

区）（以下「本件漁港」という。）北西方沖のわかめ
．．．

養殖場（以下「本

件養殖場」という。）の施設撤去作業を行う目的で、令和５年４月 

１３日０６時５５分ごろ本件漁港を出航した。 

 Ａ船は、小鳴門海峡北口付近を北北西進中、船外機が停止し、船首

が北西方を向いて漂泊状態となった。 

 船長Ａは、燃料ホース等の状態を船外機側から順に点検したが異状

は見当たらず、燃料タンクを格納した左舷船尾の船倉の蓋を開け、船

倉内を覗
のぞ

き込んで燃料系統の点検を始めた。 

 船長Ａは、０７時００分ごろ、エンジン音を聞いて顔を上げたとこ

ろ、左舷船尾方至近から自身に向かってくるＢ船を認め、Ｂ船が身体

に衝突するのを避けようと右舷船尾方へ倒れ込んだ直後、Ａ船の左舷

船尾部とＢ船の船首部とが衝突し、Ｂ船がＡ船を乗り越えていった。 

 Ａ船は、船長Ａが右膝を負傷して動けなかったので、Ｂ船に横抱き

状態でえ
．
い
．
航され、本件漁港に戻った。 

 船長Ａは、救急車により鳴門市内の病院に搬送され、右膝蓋骨開放

骨折と診断された。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、Ａ船と同じ目的で、０６時５７

分ごろ本件養殖場に向けて本件漁港を出航し、船長Ｂが右舷船尾に 

立って左手で船外機のスロットルグリップを握って操縦を行い、約 

２０km/h の対地速力で航行していた。 

 船長Ｂは、小鳴門海峡を北進中、本件養殖場に向かう僚船１隻（以

下「Ｃ船」という。）がＢ船の右舷方を追い越していく態勢になって

いたので、Ｃ船の動向に意識を向けて航行し、小鳴門海峡北口付近で

左転した。 

 船長Ｂは、左転後もＣ船の動向に意識を向けて北北西進中、０７時

００分ごろ、衝撃を感じ、直ちに船外機を中立として周囲を確認した

ところ、約１０ｍ船尾方に停船しているＡ船を認め、Ｂ船がＡ船と衝

突して乗り越えていったことを知った。 

 船長Ｂは、反転してＡ船に接舷し、船長Ａが右膝の痛みを訴えてい

て動けなかったので、付近を通り掛かった僚船に救急車の手配を依頼

し、Ｂ船でＡ船を横抱きして本件漁港に戻った。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真４ Ａ船、写真５ Ａ船の損傷

状況、写真６ Ｂ船 参照） 
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 その他の事項  本事故発生当日は、わ
．
か
．
め
．
養殖に従事している漁業者全員が参加す

る本件養殖場の施設撤去作業の初日で、０７時００分ごろから作業を

始めるために漁船約３０隻が小鳴門海峡を経由して本件養殖場に向 

かっており、Ａ船は先頭付近を、Ｂ船及びＣ船はその後方を航行して

いた。 

 Ａ船は、本事故後に海上保安官による確認が行われた際、燃料タン

クと燃料ホースを繋
つな

ぐワンタッチコネクタ（以下「本件コネクタ」と

いう。）が外れていて、船外機に燃料が供給されなくなっていたこと

が確認された。（写真１～３参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 船長Ａは、本事故発生日以前に石油燃焼機器用注油ポンプで燃料タ

ンクに給油した際、燃料タンクの近くに置いた燃料携行缶が意図せず

燃料ホース又は本件コネクタに接触して、本件コネクタが外れたのか

もしれないと本事故後に思った。 

 船長Ａは、出航前に本件コネクタの接続状況を点検していなかっ

た。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、小鳴門海峡北口付近で船外機が停止して、船首を北西方に

向けて漂泊中、船長Ａが、船倉内を覗き込んで燃料系統の点検を行っ

ていたことから、接近するＢ船に衝突直前まで気付かず、Ｂ船と衝突

したものと考えられる。 

 Ａ船は、本件コネクタが外れた状態で航行していたことから、燃料

油が船外機に供給されなくなり、船外機が停止したものと考えられ

る。 

 本件コネクタは、本事故発生日以前の給油作業において、燃料タン

クの近くに置いた燃料携行缶が、燃料ホース又は本件コネクタに接触

して外れた可能性があると考えられる。 

 Ｂ船は、小鳴門海峡を北進中、船長Ｂが、Ｂ船の右舷方を追い越し

ていくＣ船の動向に意識を向けた状態で、本件養殖場に向けて左転し

写真１ 燃料タンク 写真２ 燃料タンクのコネクタ 写真３ 本件コネクタ
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て北北西進したことから、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、小鳴門海峡北口付近において、Ａ船が船首を北西方に向

けて漂泊中、Ｂ船が北進中、船長Ａが、船倉内を覗き込んで燃料系統

の点検を行い、また、船長Ｂが、Ｂ船の右舷方を追い越していくＣ船

の動向に意識を向けた状態で、本件養殖場に向けて左転して北北西進

したため、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、自船が意図せず停船した際、航行再開に向けた復旧作業

にのみ意識を集中することなく、周囲の見張りを適切に行い、自

船に接近する他船を認めた場合は、音響による信号を行って注意

喚起するなど、自船の状況に応じて適切な衝突回避措置を採るこ

と。 

 ・船長は、給油の都度、燃料系統の接続部に緩みがないかを確認

し、発航前点検を適切に行うこと。 

 ・船長は、航行中、特定の船舶のみに意識を向けず、転舵する方向

や前路など全周にわたって常時適切な見張りを行うこと。 

 

 



 

付図１ 事故発生経過概略図 
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本件漁港 

（瀬戸漁港（北泊地区）） 

Ｂ船 

Ａ船（漂泊中） 

事故発生場所 

（令和５年４月１３日 

 ０７時００分ごろ発生） 

 

徳島県 

鳴門市 

 

 

 

本件養殖場 

× 

小鳴門海峡 

徳島県 

Ｃ船の動き 

Ａ船が向かっていた区画 

Ｂ船が向かっていた区画 

 

 

Ｃ船が向かっていた区画 

阿波瀬戸港北泊外防波堤灯台 
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写真４ Ａ船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真５ Ａ船の損傷状況 
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写真６ Ｂ船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


